
第７節 有害化学物質対策                               

１ ダイオキシン対策 

(1) 概況 

ダイオキシン類は、廃棄物焼却等の過程で非意図的に生成される有機塩素化合物で

あり、その毒性は、発がん性、生殖毒性など多岐にわたっており、環境ホルモン物質

の一つでもある。ダイオキシン類は、分解されにくいため、環境中に微量ではあるが、

広く存在すると言われている。 

ダイオキシン類の発生源としては、廃棄物の焼却等の燃焼・加熱工程のほか、紙パ

ルプの塩素漂白工程、農薬の製造工程などがある。環境省が公表したダイオキシン類

の排出量の目録（排出インベントリー）によると、平成24年の我が国におけるダイオ

キシン類の年間排出量は、表２－６－53のとおり、136～138g-TEQと推定されており、

このうち廃棄物焼却施設からの排出量が大半を占めているが、廃棄物焼却施設等に対

する法規制が施行されたため、排出量は大きく減少している。 

なお、ダイオキシン類の排出量の削減目標は「ダイオキシン類対策推進基本方針」

（平成11年３月）において、「今後４年以内に平成９年に比べ約９割削減」とされて

いたが、平成15年の推計排出量で目標達成したことを踏まえ、環境省が平成17年に削

減計画を変更し、新たな目標として「平成22年の排出総量を平成15年比で約15％削

減」と設定されたが、平成18年時点でこの目標を達成し、それ以降、更なる削減が進

んでいる状況である。 

こうした近年の環境の改善状況に鑑み、環境省が平成24年８月に削減計画を再変更

し、改善した環境を悪化させないことを原則に新たな目標として「当面の間、排出量

176（g-TEQ/年）」が設定されており、平成24年は目標達成されている。 

表２－６－53 全国発生源別ダイオキシン発生量（概要）（単位：ｇ-TEQ／年） 

発 生 源 
排 出 量 

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 

(1)大気への排出      

 

一般廃棄物焼却施設 42 36 33 32 31 

産業廃棄物焼却施設 41 33 28 27 27 

小型廃棄物焼却炉等 48～53 33～34 32～33 24.5 22.6 

火 葬 場 2.2～4.9 1.2～2.8 1.2～3.0 1.3～3.1 1.3～3.1 

産業系発生源 80 50 61 54 53 

たばこの煙 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 

自動車排出ガス 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 

(2)水への排出      

 

一般廃棄物焼却施設 0.0005 0.001 0.0021 0.0007 0.0010 

産業廃棄物焼却施設 0.62 0.60 0.71 0.35 0.64 

産業系発生源 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6 

下水道終末処理施設 0.19 0.13 0.23 0.50 0.11 

最終処分場 0.010 0.006 0.006 0.007 0.007 

合  計（うち、水への排出） 
215～223 

（1.3） 

155～157 

（1.1） 

158～160 

（1.5） 

141～143 

（1.4） 

136～138 

（1.3） 
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 (2) 対策 

  ① 法規制の概要 

ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法が平成12年１月か

ら施行され、規制対象物質として従来のポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベン

ゾ－パラ－ジオキシンにコプラナーポリ塩化ビフェニルが加えられ、耐容１日摂取

量や大気、水質、土壌の環境基準が設定されるとともに、廃棄物焼却炉等からの排

出濃度規制が行われている。また、平成14年９月、底質に係る環境基準（150pg-

TEQ/ｇ）が新たに定められた。 

平成25年度末のダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出状況は、大気規制

基準適用施設191施設（147事業所）、水質規制基準適用施設36施設（14事業所）で

ある（資料編８－１参照）。 

なお、ダイオキシン類対策特別措置法の概要は、次のとおりである。 

○ダイオキシン類対策特別措置法の概要 

・施策の基本とすべき基準の設定 

耐容１日摂取量を政令で人の体重１kg当たり４pg-TEQ/ｍ３以下に定めるととも

に、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染に関する環境基準を設定する。 

・排出ガス及び排出水に関する規制 

大気、公共用水域へのダイオキシン類の排出を規制する。具体的には、規制対

象施設からの排出ガス、排出水中のダイオキシン類の濃度について基準を定め、

その遵守を義務付け、違反に対しては知事等の改善命令、罰則の適用により対

処することとなる。 

また、規制対象施設（資料編８－２参照）を設置している事業者に、排出ガ

ス・排出水の測定及び都道府県への報告が義務付けられる。測定結果は、知事

が公表する。 

・廃棄物処理に関する規制 

廃棄物焼却炉からのばいじん、焼却灰を処分する際のダイオキシン類の濃度に

関する規制、最終処分場の維持管理に関する規制を行う。 

・常時監視 

都道府県は、大気、水質、土壌の汚染状況を常時監視し、環境省に報告する。 

・汚染土壌対策 

都道府県が、土壌環境基準を満たさない地域のうちから対策が必要な地域を指

定し、汚染除去事業の実施などを内容とする対策計画を策定する。 

・ダイオキシン類排出削減計画の策定 

内閣総理大臣が、事業分野別のダイオキシン類排出の削減目標量及びその達成

のための措置、廃棄物減量化のための施策などを内容とする計画を策定する。 

② 環境濃度の実態調査 

ダイオキシン類の環境基準については、大気が0.6pg-TEQ/ｍ３、水質が１pg-

TEQ/ℓ、土壌が1,000pg-TEQ/gと定められており、平成14年９月から底質の環境基準
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（150pg-TEQ/g）が適用された。 

県内の環境濃度については、県独自に平成10年度から大気及び土壌中のダイオ

キシン類調査を実施するとともに、環境省の調査にも協力して、実態把握に努めて

きたところである。 

平成25年度においては、大気については四国中央市など６市において夏季及び

冬季の２回、土壌については松山市を除く発生源周辺地域６地点において調査を実

施した。その結果、前年度に引き続いて、すべての地点において環境基準を下回っ

ていた（資料８－３参照）。 

また、水質等については、河川８地点、海域４地点の12地点において、水質及

び底質の調査を実施した結果、すべての地点で環境基準を下回っていた（資料８－

３参照）。 

③ 廃棄物焼却炉対策（第２部第２章参照） 

市町のごみ焼却施設のダイオキシン対策については、従来から施設の改善、維

持管理の徹底を指導してきており、現在は、すべての施設で排出基準値を遵守でき

ている。 

また、産業廃棄物処理業者が設置する廃棄物焼却炉については、立入検査を実

施し、施設の維持管理基準や構造基準を遵守するよう指導に努めている。 

２ その他の有害化学物質対策 

(1) 概況 

近年の先端産業の進展などにより、新しい化学物質が開発され、利用される化学物

質はますます増大している。これらの化学物質は、現代社会のあらゆる面で利用され

ており、プラスチック、洗剤、塗料、接着剤、合成繊維など、我々の生活には欠かせ

ないものになっている。 

その反面、化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄等の様々な段階で、大

気や水、あるいは土壌といった環境中に放出され、飲み水や食べ物、あるいは空気な

どを通じて人体に取り込まれ人の健康を損なったり、あるいは生態系に悪影響を与え

たりすることが懸念されている。現在、人工的に作られた化学物質は、世界中で10万

種、我が国だけでも数万種といわれており、これらの物質による影響を防止するため

には、有害な物質を個別に規制していくだけでなく、化学物質によるリスク全体を減

らしていくことが重要な課題となってきている。 

 

(2) 対策 

このため、平成11年７月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改

善の促進に関する法律」（ＰＲＴＲ法）が制定された。この法律は、事業者による化

学物質の自主的管理の改善を促進し、環境への汚染を未然に防止するため、次の事項

を定めている。 
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○ 国が、化学物質管理指針を策定する。 

○ 事業者は、化学物質の環境への排出量及び移動量を、県経由で国に届け出る｡ 

○ 国及び県は、化学物質の種類ごとに、業種別、地域別の排出量等を公表すると

ともに、事業者に化学物質管理の技術的助言を行う。 

また、複雑多様化してきている化学物質の環境問題に対処するためには、汚染の実

態を把握することが重要であり、県では、規制されている物質はもとより、水質汚濁

防止法等で規制対象となっていない化学物質についても、環境汚染を未然に防止する

ための基礎資料を得ることを目的とした環境省の化学物質調査に関する委託事業を実

施している。 

① 化学物質環境実態調査 

環境省では、昭和 49 年から調査の必要性が高い物質から順次、環境モニタリン

グを行い環境中での化学物質の残留性等を把握し、安全対策の基礎資料としている。 

本県でも、環境省の委託により、モニタリング調査として新居浜港における底

質、宇和島市周辺の大気及び詳細環境調査として岩松川、松前港の水質、新居浜市

周辺の大気の調査に協力しており、試料採取等を行っている。平成24年度の調査結

果は表２－６－54のとおりであった。 

表２－６－54 化学物質環境実態調査結果(平成24年度) 

モニタリング調査（新居浜港：底質） 

調査物質名 測定値(pg/g-dry) 

ＰＣＢ類 6,700 

ＨＣＢ(ヘキサクロロベンゼン) 1,600 

クロルデン類 110 

α－ＨＣＨ 95 

β－ＨＣＨ 100 

γ－ＨＣＨ 18 

δ－ＨＣＨ 11 

ポリブロモジフェニルエーテル類(臭素数が 4 から 10 までのもの) 1,300 

ペルフルオロオクタンスルホン酸(ＰＦＯＳ) 100 

ペルフルオロオクタン酸(ＰＦＯＡ) 73 

ペンタクロロベンゼン 230 

エンドスルファン類 nd 

1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類 tr(450) 

2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェ

ノール 

86 

84 

95 

※nd：不検出、tr：検出下限値以上、定量下限値未満 
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モニタリング調査（宇和島市：大気） 

調査物質名 (温暖期 pg/㎥) (寒冷期 pg/㎥) 

ＰＣＢ類 220 57 

ＨＣＢ(ヘキサクロロベンゼン) 100 96 

クロルデン類 2,000 240 

ヘプタクロル類 32 7.7 

α-ＨＣＨ 29 10 

β-ＨＣＨ 7.5 0.97 

γ-ＨＣＨ 14 2.9 

δ-ＨＣＨ 1.9 0.29 

ポリブロモジフェニルエーテル類(臭素数が4から10までのもの) ｎｄ tr(13) 

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 1.5 1.8 

ペルフルオロオクタン酸(PFOA) 1.9 3.3 

ペンタクロロベンゼン 31 51 

エンドスルファン類 100 tr(8.6) 

1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類 tr(1.7) 6.4 

※nd：不検出、tr：検出下限値以上、定量下限値未満 

 

詳細環境調査（松前港：水質） 

調査物質名 
水質(ng/ℓ) 

検体１ 

アクリル酸 n-ブチル nd 

アクリル酸メチル nd 

アクリロニトリル 50 

酢酸ビニル nd 

ジメチルアミン nd 

※nd：不検出 

 

詳細環境調査（岩松川：水質） 

調査物質名 
水質(ng/ℓ) 

検体１  

1,2-エポキシプロパン（酸化プロピレン） nd 

0-フェニレンジアミン nd 

m-フェニレンジアミン nd 

p-フェニレンジアミン nd 

メタクリル酸 nd 
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※ｎｄ：不検出 

 

詳細環境調査（新居浜市：大気） 

調査物質名 
大気(ng/㎥) 

検体１ 検体２ 検体３

スチレン 600 130 99 

 

② 外因性内分泌攪乱化学物質実態調査 

外因性内分泌攪乱化学物質は、科学的に未解明な点が多く、人の健康や生態系

に、世代を越えた影響を及ぼす危険性が指摘され、その対策が緊急の課題となって

いる。このため、県では、平成14年度から環境汚染実態調査及び外因性内分泌攪乱

化学物質等排出事業所排水調査により公共用水域及び事業場排水の汚染実態把握等

に取り組んでおり、平成25年度は河川１地点（森川）、海域４地点（東予海域等）

についてノニルフェノール、４‐オクチルフェノール、ビスフェノールＡ、ＤＤＴ

の４物質の実態調査を実施した結果、全項目において検出はなかった。（資料編８

－４参照） 

なお、これらの物質は、人への内分泌攪乱作用の有無やその程度が明らかにさ

れておらず、環境上の基準が定められていないことから、健康への影響等環境保全

上の評価を行うには、今後更に科学的知見の集積に努めていく必要がある。現在ま

でにノニルフェノール、４‐オクチルフェノール、ビスフェノールＡ、ＤＤＴの４

物質に、魚類に対し内分泌攪乱作用があることが確認されている。 

  ③ 化学物質の排出量等の届出制度（ＰＲＴＲ制度）について 

平成11年７月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律（ＰＲＴＲ法）」が公布され、平成14年度から、人の健康や動植物

に有害性のある354種類の化学物質（第一種指定化学物質）を一定量以上取り扱う

製造業等23業種の事業者は、前年度におけるその環境への排出量や事業所外への廃

棄物としての移動量等を把握し、県へ報告することが義務付けられた。 

また、平成20年11月に改正政令が公布され、平成22年度把握・平成23年度届出

分から第一種指定化学物質が462物質に変更されるとともに、対象業種として医療

業が追加され24業種となった。 

平成24年度分の排出状況等については、531の事業所から届出があり、県では、

平成26年３月に県内における化学物質の排出量等届出内容をとりまとめ、公表した。 

【集計結果の概要】 

本県においては、149物質について届出があり、その県内総排出・移動量は

10,754トン（全国総排出・移動量の2.8％）となっている。地域別総排出・移動量

は、東予地域が県内の88.3％、中予地域が11.2％、南予地域が0.5％となっている。

排出・移動量の多い業種としては、化学工業、船舶製造･修理業・舶用機関製造業、
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非鉄金属製造業、プラスチック製品製造業、一般機械器具製造業の順となっており、

この５業種で全体の約93％を占めている。 

県内総排出・移動量のうち、総排出量は、5,065ｔであり、そのうち、96.6％が

大気、3.1％が公共用水域へ排出されている。大気への排出量の多い物質としては、

キシレン、トルエン、エチルベンゼンといった揮発性有機化合物が上位を占めてお

り、公共用水域への排出は、ジメチルアミン、ε－カプロラクタム、ふっ化水素及

びその水溶性塩の順であった。 

なお、物質別、市町別及び業種別の県内総排出・移動量については、資料編８

－５～７のとおりとなっている。 
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